
○岡谷市空き家バンク移住・田舎暮らし応援事業補助金交付要綱 

令和３年３月３１日 

告示第５３号 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、空き家ストックの有効活用による空き家の解消並びに移住定住の促

進による人口の増加及び地域の活性化を図るため、移住を目的として空き家を購入した

者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、岡谷市補助金等交付

規則（昭和４９年岡谷市規則第１３号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

（定義） 

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 空き家　岡谷市空き家・特定住宅用地情報バンク実施要綱（平成２６年岡谷市告示

第３０号）第４条第２項の規定により岡谷市空き家・特定住宅用地情報バンク登録台

帳に登録された空き家をいう。 

(2) 移住　空き家を購入した者が、当該購入した日以降に本市に転入し、市の住民基本

台帳に記録（当該購入した空き家（以下「住宅」という。）の住所に限る。）され、

かつ、住宅に生活の本拠を置くことをいう。 

（補助対象者） 

第３条　補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。 

(1) 令和３年４月１日以降に空き家を購入し、当該購入日以降に移住した者 

(2) 移住後に引き続き３年以上住宅に居住する意思のある者 

(3) 市に転入した日（以下「転入日」という。）から起算して過去４年間に岡谷市の住

民基本台帳に登録がない者 

(4) 前住所地において市税等を滞納していない者 

(5) 過去にこの要綱及び岡谷市就業・創業移住支援事業補助金交付要綱（令和元年岡谷

市告示第１１号）に基づく補助金の交付を受けていない者 

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第６号に規定する暴力団員でない者 

（補助金の額） 



第４条　補助金の種類、対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金の

額は、次の表のとおりとする。この場合において、補助金の申請に係る空き家が共有名

義であるときは、当該名義人のいずれか１人の申請に限るものとする。 

（交付申請） 

第５条　住宅改修等補助金の交付を受けようとする者は、空き家を購入した日から起算し

て６月以内、かつ、補助対象経費に係る工事の契約締結前までに、岡谷市空き家バンク

移住・田舎暮らし応援事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて

提出しなければならない。 

(1) 売買契約書の写し 

(2) 前住所地における市税等の納税証明書の写し 

(3) 本籍地における戸籍の附票（転入日から起算して過去４年間に岡谷市の住民基本台

帳への登録がないことが確認できるもの） 

(4) 市内への居住を３年以上継続する意思の誓約書（様式第２号） 

(5) 工事に係る見積書の写し 

(6) 工事の内容がわかる図面又は写真 

(7) その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第６条　市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認め

たときは、補助金の交付を決定（以下「補助金交付決定」という。）し、岡谷市空き家

バンク移住・田舎暮らし応援事業補助金交付決定通知書（様式第３号）（以下「補助金

交付決定書」という。）により当該申請者に通知するものとする。 

（事業の変更等の承認） 

第７条　補助金交付決定を受けた者は、当該工事の内容を変更しようとするときは、岡谷

市空き家バンク移住・田舎暮らし応援事業補助金変更承認申請書（様式第４号）を市長

 種類 補助対象経費 補助金の額

 住宅改修等補助金 市内の事業者が施工する住宅（併用住

宅にあっては居住部分に限る。）の改

修工事、修繕工事等に係る費用。ただ

し、転入日の属する年度内に完了する

工事に限る。

補助対象経費の２分の１以内

（１，０００円未満の端数が

生じたときは、これを切り捨

てる。）とし、８０万円を限

度とする。



に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該申請書に添付す

る書類は、当該変更に係る書類に限るものとする。 

２　前項の申請については、前条の規定を準用し、岡谷市空き家バンク移住・田舎暮らし

応援事業補助金変更承認通知書（様式第５号）により通知するものとする。 

（実績報告） 

第８条　補助金交付決定書を受理した者は、当該工事が完了したときは、その完了の日か

ら起算して３０日以内又は当該完了の日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日ま

でに、岡谷市空き家バンク移住・田舎暮らし応援事業補助金実績報告書（様式第６号）

に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 世帯全員分の住民票の写し 

(2) 工事契約書又は請書の写し 

(3) 工事着工前、工事中及び完了時の確認ができる写真 

(4) 工事等の領収書の写し 

(5) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第９条　市長は、前条に規定する実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認

めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該申請者に対し、岡谷市空き家バンク

移住・田舎暮らし応援事業補助金確定通知書（様式第７号）により通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第１０条　申請者は、前条の規定により補助金の額の確定を受けたときは、速やかに岡谷

市空き家バンク移住・田舎暮らし応援事業補助金請求書（様式第８号）を市長に提出し

なければならない。 

２　市長は、前項の請求書に基づき、交付申請者に対し補助金を交付するものとする。 

（決定の取消し） 

第１１条　市長は、補助金交付決定（以下この条において「決定」という。）を受けた者

が次のいずれかに該当するときは、決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 決定の内容、これに付した条件その他法令等又はこの要綱の規定に違反したとき。 

２　市長は、前項の規定により決定を取り消したときは、岡谷市空き家バンク移住・田舎

暮らし応援事業補助金交付決定取消・返還通知書（様式第９号）により当該申請者に通



知しなければならない。 

（補則） 

第１２条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附　則 

（施行期日） 

１　この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

（岡谷市空き家・特定住宅用地情報バンク活用奨励金交付要綱の廃止） 

２　岡谷市空き家・特定住宅用地情報バンク活用奨励金交付要綱（平成３０年岡谷市告示

第８号）は廃止する。 

附　則（令和４年告示第２９号） 

（施行期日） 

１　この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この告示の施行の際、現に使用されている様式は、この告示の規定にかかわらず、当

分の間、これを使用することができる。 

附　則（令和６年告示第２０号） 

（施行期日） 

１　この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

附　則（令和８年告示第　　号） 

（施行期日） 

１　この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この告示による改正後の岡谷市空き家バンク移住・田舎暮らし応援事業補助金交付要

綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係るものから

適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。 

（岡谷市就業・創業移住支援事業補助金交付要綱の一部改正） 

３　岡谷市就業・創業移住支援事業補助金交付要綱（令和元年岡谷市告示第１１号）の一

部を次のように改正する。 

　　第３条中「岡谷市空き家バンク移住・田舎暮らし応援事業補助金等交付要綱」を「岡

谷市空き家バンク移住・田舎暮らし応援事業補助金交付要綱」に改める。 



　（岡谷市若者移住者住まいの支援事業補助金交付要綱の一部改正） 

４　岡谷市若者移住者住まいの支援事業補助金交付要綱（令和５年岡谷市告示第５０号）

の一部を次のように改正する。 

　　第３条第６号中「岡谷市空き家バンク移住・田舎暮らし応援事業補助金等交付要綱」

を「岡谷市空き家バンク移住・田舎暮らし応援事業補助金交付要綱」に改める。 

　 



様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

様式第５号（第７条関係） 

様式第６号（第７条関係） 

様式第７号（第８条関係） 

様式第８号（第９条関係） 

様式第９号（第１０条関係） 

（令和４告示２９・一部改正） 

様式第１０号（第１１条関係） 


